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　社会保障・税一体改革を巡って、民主党は後期高
齢者医療制度を廃止する高齢者医療の見直し案を決
定、これに対し自民党は、後期高齢者医療制度の継
続を盛り込んだ対案「社会保障制度改革基本法案（仮
称）」をまとめる。６月８日から始まった民主、自
民、公明３党による一体改革関連法案の修正協議で
自民党は、民主党がマニフェストで掲げた後期高齢
者医療制度廃止反対や最低保障年金の創設撤回など
対案の丸のみを求めたとされる。６月１５日夜にまと
まった３党合意では、両課題とも「社会保障制度改
革国民会議」を設置して検討するとして棚上げし、
消費増税など一体改革関連法案とともに、自民党対
案をベースにした「社会保障制度改革推進法案」を
今国会で成立を図るとした。
　また、厚生科学審議会・感染症分科会予防接種部
会が第２次提言で７ワクチンについて「広く接種を
促進していくことが望ましい」とした。厚労省は７
ワクチンのうち、ＨＰＶ、Ｈｉｂ、小児用肺炎球菌
の定期接種化を優先したい考え。

一体改一体改革革
一体改革、３党修正協議が決着／高齢者制度、
国民会議で議論へ
　民主、自民、公明３党による社会保障・税一体改
革の修正協議が６月１５日夜、決着した。社会保障分
野では、政府の一体改革関連法案とともに、自民党
が対案として示した法案骨子をベースとする「社会
保障制度改革推進法案」についても、今国会で成立
を図ることを合意文書に明記した。今後の社会保障
制度を議論する「社会保障制度改革国民会議」を内
閣に設置。高齢者医療制度などを議題とし、推進法
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今月の主な動き

※太字は一般参加の行事、詳細は後掲２９～３１ページ
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※「ルームＡ、Ｂ、Ｃ」、「応接室」及び「アミス」は京都府保険医協会事務所内の会議室の名称です。

場　　所開始時間行　　　事
午後２時各部会３日火

ルームＡ午後２時保険審査通信検討委員会６日金
ルームＡ午後２時定例理事会１０日火
ルームＣ午後２時建築士相談日１１日水
ルームＡ・Ｂ・Ｃ午後２時経営対策セミナー１２日木
ルームＡ午後７時医事担当者勉強会１８日水
アミス午後１時ファイナンシャルプランナー相談日

１９日木
アミス午後２時雇用管理相談日
応接室午後２時法律相談日
ルームＡ午後２時保険講習会B（新規個別指導・医療法立入検査対策）
アミス午後２時環境対策委員会２０日金
ルームＡ午後２時定例理事会２４日火
ルームＡ午後２時金融共済委員会

２５日水
アミス午後２時税理士相談日
アミス午後２時３０分出版編集会議２６日木
応接室午後２時３０分ＩＣＴ検討委員会２７日金
ルームＡ・Ｂ・Ｃ午後２時第６４５回社会保険研究会２８日土
ホテルグランヴィア京都午後１時第６５回定期総会・講演会・懇親会２９日日
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の施行後１年以内に結論を得ることも盛り込んだ。
　今後の高齢者医療制度改革については、あらかじ
め３党間で協議することも確認した。
　民主党はマニフェストに記載した後期高齢者医療
制度廃止の方針を掲げたまま、国民会議での議論に
臨む方針。廃止法案を、関係者の理解を得た上で今
国会に提出するとした閣議決定も取り下げていな
い。合意後に記者団の取材に応じた細川律夫前厚生
労働相は、廃止法案提出などのマニフェストは維持
したまま合意したとの認識を示した。
　国民会議の委員は２０人以内で、首相が任命する。
合意文書では「委員は国会議員であることを妨げな
い」と記した。長妻昭元厚労相は「有識者と国会議
員が入る会議体の設置は、社会保障について与野党
で一つの安定的な制度改革を成し遂げる土壌。政治
文化の一里塚になればありがたい」と評価した。
　衆院の特別委員会で審議中の法案に含まれた「短
時間労働者への社会保険適用拡大」は、対象者の月
額賃金の下限を７万８０００円から８万８０００円に変更す
るほか、実施時期を半年遅らせ、２０１６年１０月１日施
行とする。施行後３年までに適用範囲を拡大する規
定も「３年以内に検討を加え、その結果に基づき必
要な措置を講じる」に改める。
　３党は６月１５日、断続的に協議を実施し、主張の
すり合わせを図った。午後１１時前に東京都内のホテ
ルで社会保障分野の最後の修正協議を行い、各実務
者が確認書にサイン。修正協議のタイムリミットで
ある１５日のうちに決着した。民主・自民間では前日
までに方向性の一致を見いだしていたが、廃止法案
の閣議決定取り下げを求める公明党との溝は同日ま
で埋まっていなかった。合意文書の中には「閣議決
定された一体改革大綱その他の既往の方針のみにか
かわらず幅広い観点に立って」国民会議で審議する
との文言を盛り込んでおり、公明党の主張を反映さ
せた。
●これから党内論議
　今後は党内議論に入る。細川前厚労相は「党内に
もいろいろと意見はあると思うが、国民が安心して
生活できる社会保障をしっかりやっていくことで、
まとまると確信している」と自信を示した。自民党
の鴨下一郎元環境相は「それぞれの党で手続きを経
た後にどういう形になるかはこれから。党に持ち帰
り執行部が判断すること」と述べた。
●消費税１０％段階で「軽減税率」も検討
　民主、自民、公明３党は社会保障と税の一体改革

に関する税分野の修正協議も合意した。消費税率を
１４年４月に８％、１５年１０月に１０％へそれぞれ引き上
げることを認めた上で、消費税率を１０％に上げる段
階の低所得者対策として、政府が導入する予定の「給
付付き税額控除」のほか「軽減税率」（複数税率）も
検討することを盛り込んだ。
　医療については合意文書で「消費税率の８％引き
上げ時までに、高額投資にかかる消費税負担につい
て、医療保険制度において他の診療行為と区分して
適切な手当てを行う具体的な手法について検討し、
結論を得る。また、医療に関する税制上の配慮等に
ついても幅広く検討を行う」とした。
　歳入庁については「年金保険料の徴収体制強化等
について、歳入庁その他の方策の有効性、課題等を
幅広い観点から検討し、実施」と規定した。
（6/18MEDIFAXより）

高齢者医高齢者医療療
「後期」は廃止、国保は都道府県単位／民主が
見直し案、１５年度から
　民主党は５月３１日の政策調査会役員会で、高齢者
医療制度の見直し案を決定した。厚生労働省の「高
齢者医療制度改革会議」が２０１０年にまとめた改革案
と同様、加入する制度を年齢で区分することをやめ、
後期高齢者医療制度は廃止する。国保の運営は段階
的に都道府県単位化する。新制度の開始は改革会議
案より２年遅らせ１５年度から。７０－７４歳の自己負担
を本則の２割に戻すかどうかについては、１３年度の
予算編成過程で検討する。
　政調役員会は、午前の厚生労働部門会議がまとめ
た法案の要綱案を了承した。国保運営の都道府県単
位化は、まず１５年度に７５歳以上の高齢者が、都道府
県単位に広域化した国保か、被用者保険に加入する。
５年後の２０年度をめどに、第２段階として国保の全
年齢での都道府県単位化を図る。後期高齢者医療制
度の廃止と、都道府県単位の財政運営については、
医療保険制度の会計年度が診療月ベースでみると３
月から翌年２月になることを考慮して、法律の施行
期日を１５年３月１日とする。
　見直し案はこのほか、高齢者医療支援金の総報酬
割や、保険者の支援金負担軽減を目的に公費負担を
４７％から５０％に引き上げることを盛り込んでいる。
　改革会議案で「新制度の施行日以後、７０歳に達す
る人から段階的に２割に戻す」としていた７０－７４歳
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の自己負担については、社会保障・税一体改革大綱
の表現と同様、１３年度の予算編成過程で検討するこ
とにした。
●財源は、自治体との調整は、野党との交渉は…
　部門会議では、市町村国保を都道府県単位化する
ための財源は、厚労省と総務省が協調して財務省に
求めていくべきとの意見が上がった。部門会議とし
て案をまとめた以上、法案として確実に提出するこ
とを担保してほしいという要望も出た。法案を提出
できずに後期高齢者医療制度が存続し、７０－７４歳の
自己負担だけが２割に戻ることを不安視する声もあ
った。長妻昭部門会議座長は会合で、財源措置の問
題も含め、部門会議として政調や政府に働き掛ける
ことを約束し、部門会議で見直し案が了承された。
　民主党が正式な見直し案をまとめたことで、今後
は国保の都道府県運営に伴う財源確保や、全国知事
会など自治体関係者との調整、廃止法案に反対する
野党との交渉に焦点が移る。
　梅村聡部門会議副座長は会議終了後、記者団に「省
庁間の調整は実質的には政府になる」と指摘。柚木
道義氏（医療・介護ワーキングチーム座長）は「今
後は政府・与党が一体となって関係者の理解を得る
ハイレベルなやりとりをする段階に入った」と述べ
た。政調役員会では、国保の広域化を進めるための
財政支援や、今国会に法案を提出することの重要性
を訴えたという。（６/１MEDIFAXより）

民主・高齢者見直し案は地方軽視／知事会
　全国知事会は６月１日、民主党が５月３１日にまと
めた高齢者医療制度見直し案は、２０１０年１２月に厚生
労働省の高齢者医療制度改革会議がまとめた「最終
とりまとめ」そのものだとし、最終とりまとめを前
提とした法制化に反対する姿勢をあらためて表明し
た。
　全国知事会の福田富一・医療保険制度改革プロジ
ェクトチームリーダー（栃木県知事）は６月１日付
の声明で、民主・見直し案について▽高齢者を新た
に分断する▽低所得者が多い国保の財政構造を一層
悪化させる▽国は財政責任をまったく取っていない
―と指摘。さらに、１１年度の「国保制度の基盤強化
に関する国と地方の協議」での政府との合意事項を
無視したもので、地方軽視だと反発を強めた。
（６/５MEDIFAXより）

自自　民民
自民、社会保障の対案提出へ／後期高齢者は
継続
　自民党は５月２９日、社会保障制度に関する特命委
員会（野田毅委員長）と厚生労働部会（宮沢洋一部
会長）の合同会議を開き、後期高齢者医療制度の継
続を盛り込んだ「社会保障制度改革基本法案（仮称）」
の骨子案を執行部一任として了承した。同法案は政
府・与党が取り組む社会保障と税の一体改革のうち、
社会保障部分に関する自民党の基本的な方針を示し
た「対案」の位置付け。公明党との共同提案も視野
に入れており、国会審議の進捗を見ながら提出のタ
イミングを見定める構えだ。
　同法案は５月中旬にまとめた党の「基本的な考え
方」を踏襲した内容で、年金、医療、介護、少子化
対策の４分野に関する方針を記載した。このうち、
医療分野は高齢者医療制度を「現行制度を基本とし
つつ必要な見直しを実施」と明記し、民主党が打ち
出す廃止方針に反対した。生活保護制度見直しも補
足事項として触れ「就労が困難でない者に関する制
度においては、正当な理由なく就労しない場合に給
付を減額または停止する仕組みの導入を検討」と盛
り込んだ。
●国民会議の創設も提言
　同法案は、有識者が社会保障改革の具体的な方策
を検討する「社会保障制度改革国民会議」の創設も
打ち出した。与野党間で将来の社会保障に関する骨
格を固めた後、有識者が“議員抜きの場”で具体案
を検討する構想。加藤勝信事務局長・部会長代理は
「国民会議は与野党間の協議の場ではなく、あくまで
有識者による会議。与野党間の協議で（基本的な）
考え方を決め、具体的な中身は有識者に委ねる」と
説明した。国民会議の結論を踏まえた新たな対策は
２０１３年１０月までに提示する方針で、政府が消費税率
を８％に引き上げる時期として想定する１４年４月の
半年前までに固めたい考えだ。
●基本方針と国民会議は切り離さない
　国民会議の創設については、岡田克也副総理が５
月２９日の衆院特別委員会で「中長期的に時間をかけ
るべき問題を与野党で議論し、方向性を出すのは重
要。消費増税までの間に合意を見出す努力は賛成」
と述べるなど、政府内で前向きな発言が出始めた。
だが、自民党はあくまで基本方針の丸飲みを求める
構えで、国民会議の創設だけを切り離した形での法
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案（対案）の可決は認めない方針だ。野田委員長は
会議後、記者団に「（われわれの）法案が通れば、そ
の理念に基づいた政府案を出し直すことになる。民
主党は（自らの）方針と違う案を作らなければいけ
なくなる」と述べた。（５/３０MEDIFAXより）

急性急性期期
登録制に日医反発、対案「報告制」提示／急
性期作業グループ
　厚生労働省は５月３１日の「急性期医療に関する作
業グループ」に、これまでの議論を整理した「一般
病床の機能分化の推進についての整理（案）」を提示
した。一般病床の機能分化を進める上で「登録制度」
の導入を柱に据えたい考え。これに対して中川俊男
構成員（日本医師会副会長）は「医療法上に病床群
を位置付けることありきの案だ」と反発。日医の対
案として「報告制度」を示した。ただ、病床の機能
区分の必要性は認めた。
　病床の機能区分が必要という点では作業グループ
の見解が一致したため、今後は具体的な方法論を詰
めていく。厚労省は可能な限り早期に次回会合を開
き、機能分化をめぐる議論を取りまとめて社会保障
審議会・医療部会に上げたい考えだ。
　厚労省案は、各医療機関が担っている機能を自主
的に選択し、都道府県に申請・登録するという仕組
み。登録制度の導入により、急性期医療から亜急性
期、回復期、療養、在宅までの流れを機能分化し、
ニーズに見合った病床の姿を明らかにしたい考え
だ。
　一方、日医は、各医療機関が担っている急性期、
亜急性期、回復期、長期療養、外来、在宅医療など
の医療機能と病床機能を都道府県に情報提供する
「報告制度」を打ち出した。現行の「医療機能情報提
供制度」を有効活用し、病床機能の情報を都道府県
に報告。その情報を基に、都道府県が都道府県医師
会や医療提供者らと連携しながら、地域の実態を踏
まえて医療提供体制を検討する。さらに、都道府県
が国に病床機能の現状を報告した後、国が一定期間
を経て分析し、病床機能の在り方を再検討していく
という案だ。（６/１MEDIFAXより）

医療医療法法
医療法改正案、提出は「あくまで１２年以降」
／小宮山厚労相
　小宮山洋子厚生労働相は５月２９日の衆院「社会保
障と税の一体改革に関する特別委員会」で、医療法
改正案の提出時期について「あくまで（社会保障・
税一体改革大綱で示した）２０１２年以降ということ」
と述べ、今国会中の提出に努力はするものの、見送
りにも含みを持たせた。加藤勝信氏（自民）の質問
に対する答弁。
　医療法改正をめぐっては、２月に閣議決定した一
体改革大綱で「１２年通常国会以降速やかな法案提出
に向けて、関係者の意見を聴きながら検討する」と
方針が示されている。小宮山厚労相は提出時期につ
いて「早いに越したことはないが、今、検討してい
る。あくまで『１２年以降』ということで、この国会
中に必ず出すものは、すでに出している」と言及。
「医療、介護は診療報酬や介護報酬、予算措置で改革
に向けた取り組みは進めている。なるべく法案も出
すように努力する」とも述べた。
　また、坂口力氏（公明）への答弁では「検討が間
に合っていないのは申し訳ない」と議論に時間がか
かっていることを認めた上で、「現在、（厚労省の）
医療部会などで病床の分化を進めるための仕組みな
どについて具体的な検討を行っている。できるだけ
早急に法案を提出できるようにしたい」と対応を急
ぐ考えを強調した。（５/３０MEDIFAXより）

適正化計適正化計画画
第２期適正化計画、一律目標は示さず／厚労
省が方針
　２０１３年度から始まる第２期医療費適正化計画（５
カ年計画）の基本方針について厚生労働省は、都道
府県に対して一律の設定目標を示さない方針だ。各
都道府県が地域の実情を踏まえて目標設定できるよ
う「ツール」を提供する。５月２４日の社会保障審議会・
医療保険部会（部会長＝遠藤久夫・学習院大経済学
部教授）で基本方針の改正を審議する予定だったが、
時間が取れず先送りとなった。
　都道府県医療費適正化計画の記載事項は１１年８月
に成立した地域主権改革一括法によって、必須記載
事項である「医療費の見通し」以外の特定健診・保
健指導実施目標や平均在院日数の短縮目標などを都
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道府県が任意に設定することになった。これを踏ま
えて厚労省は国の役割として目標設定の参考となる
指標やデータ、考え方を都道府県に示す方向で医療
費適正化基本方針を見直す。
　現行計画で特定健診・保健指導の１２年度目標は「特
定健診実施率７０％」「特定保健指導実施率４５％」とな
っているが、特定健診・保健指導の効果を踏まえた
上で新たな全国目標を示す考えだ。厚労省保険局総
務課医療費適正化対策推進室が部会に提出した資料
によると、現行の１２年度目標で１０％としているメタ
ボリックシンドローム該当者・予備群の減少率につ
いては、次期国民健康づくり運動プランに向けた全
国目標の議論や、都道府県内の保険者の実績を踏ま
えて都道府県が目標を示すことになる。
　また、介護療養病床の廃止が１７年度末まで延期さ
れたことなどを受けて、療養病床の数のみの目標設
定は取りやめる。代わりに、医療計画の基準病床数
とも整合性が取れた一般病床や療養病床などの適正
病床数を都道府県が設定できるようになる。
　次期基本方針では平均在院日数の目標も都道府県
で設定できるようにする。厚労省は平均在院日数の
推計に役立つツールを都道府県に配布する考えだ。
　現基本方針では適正化策の取り組み例として重複
頻回受診の是正や医療費通知の充実などを記載する
ことになっている。これについても都道府県が地域
の実情を考慮して目標を定め、施策を検討できるよ
うに、国は都道府県ごとの医療費や平均在院日数の
要素分析、後発医薬品普及データなどの情報を提供
する考えだ。
　医療費推計については現行の平均在院日数の短縮
効果に加えて、生活習慣病予防の効果を織り込むよ
う求める。
　厚労省は６月中にも都道府県に基本方針案を示
し、担当者向け説明会を開催する考えで、都道府県
は年内にも医療費適正化計画を策定することにな
る。国は都道府県の計画を踏まえて年度内に全国医
療費適正化計画を策定する。
　１０年度の実績（速報値）では、特定健診実施率は
４３.３％、特定保健指導実施率は１３.７％だった。
（５/２５MEDIFAXより）

医療計医療計画画
医療計画見直し議論に参加を／厚労省・井上
指導課長
　厚生労働省医政局指導課の井上誠一課長は、２０１２
年度に多くの都道府県で予定されている次期医療計
画策定作業について、中心的機能を担う医療審議会
をバックアップするため２次医療圏ごとに「圏域連
携会議」を設置し、地域医療全体の在り方などの議
論に医療関係者が広く参加できる仕組みづくりを進
めるよう都道府県に働き掛けていることを明らかに
した。６月２日に東京都内で開かれた全日本病院協
会・定期代議員会の特別講演で話した。
　井上課長は、厚労省が３月３０日に都道府県に発出
した医療計画に関する局長・課長通知について▽２
次医療圏の設定▽疾病・事業ごとのＰＤＣＡサイク
ルの推進▽在宅医療に関する医療体制の充実・強化
▽精神疾患の医療体制の構築▽医療従事者の確保に
関する事項▽災害時の医療体制の見直し―のポイン
トについて詳説。「医療計画を通じて、医療機関の機
能分化と連携を進めていくことが重要だ。効率的な
医療提供体制を構築することが、医師不足対策にも
つながる」と指摘した。「各医療機関は、自院の診療
機能を明確にしながら、地域の医療連携体制の在り
方についての議論に積極的に参加していくことが重
要だ」とも述べた。
　さらに、地域の医療連携の推進には医療提供者だ
けでなく地域を支える住民・患者の理解と協力が重
要とし、医療計画見直しの検討作業などの情報提供
を十分行うことも課題に挙げた。その上で「圏域連
携会議での議論に地域の病院関係者等が積極的に参
加してもらいたい」と述べ、医療計画見直し作業へ
の協力を要請した。（６/５MEDIFAXより）

総合合総合合算算
総合合算制度導入に向け初会合／厚労省
　厚生労働省は５月２８日、２０１５年以降の番号制度導
入を前提に制度化を目指す「総合合算制度」などを
議論する「社会保障制度の低所得者対策の在り方に
関する研究会」（座長＝駒村康平・慶応大経済学部教
授）の初会合を省内で開いた。研究会は６月以降、
２カ月に１度程度開催し、医療保険や介護保険、障
害者自立支援、保育などについて、制度横断的に家
計全体で捉えた自己負担額の上限の在り方を検討す

京都保険医新聞

７

情
勢
ト
ピ
ッ
ク
ス

第１５６号

２０１２年（平成２４年）６月２5日　毎月５日・ 20日・ 25日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２８２５号



る。厚労省は、総合合算制度や高齢期の所得保障の
在り方について重点的に議論を進め、年内にも制度
概念の方向性を整理したい考えだ。
　総合合算制度は▽税・社会保障への負担が増す中
で、低所得者への所得再分配機能の強化▽社会保険
制度の持続性・安定性の確保▽制度横断的な自己負
担軽減策の導入―を目的とする。政府・与党は社会
保障・税一体改革成案で１５年以降、４０００億円程度ま
での公費を投入して制度運営する考えを示してい
る。低所得者世帯の自己負担合計額の上限は、世帯
年収の一定割合とする方針も示している。
（５/２９MEDIFAXより）

生活保生活保護護
生活支援戦略、電子レセで医療扶助適正化／
国家戦略会議
　厚生労働省は６月４日、生活保護制度の見直しを
盛り込んだ「生活支援戦略」の骨格を国家戦略会議
（議長＝野田佳彦首相）に示した。生活保護給付の適
正化に向け、電子レセプトを活用した重点的な点検
指導やセカンド・オピニオンの活用による医療扶助
の適正化、資産調査の強化を図る。生活保護受給者
に過剰診療をして診療報酬を請求している医療機関
への指導権限強化や、生活保護法での医療機関の指
定基準見直しについても今後検討を進める。６月中
に中間まとめをする。
　同戦略の期間は２０１３年度からの７年間。必要な人
には支援するが、給付の適正化推進による国民の信
頼に応えた生活保護制度の確立を目指す。
　会合では、生活保護制度と後発医薬品の使用につ
いて、民間議員の長谷川閑史議員（武田薬品工業社
長）が質問した。小宮山洋子厚生労働相は「生活保
護受給者には、後発品を一度は使ってもらうことを
お願いしている。それでもどうしても嫌だという人
には難しい面がある」と答え、生活保護受給者に後
発品の使用を義務付けるのは難しいという認識を示
した。（６/５MEDIFAXより）

病院登録「受診しづらい」／２７団体、大阪市
に撤回要望
　大阪市が導入を予定している西成区の生活保護受
給者が受診する医療機関や薬局を登録する制度に対
し、受給者の支援団体など２７団体が６月４日、受診
しづらくなるとして撤回を求める要望書を市に提出

した。
　制度は橋下徹大阪市長が１月に導入を指示、８月
から実施予定だ。公費で全額を負担している受給者
の医療費削減や薬剤の過剰処方を減らすことを目指
している。登録していない医療機関に行く場合には、
担当ケースワーカーへの相談が必要となる。
　要望書は、制度は受給者の医療機関選択の自由を
奪うと主張。登録していない医療機関を利用する場
合には手間がかかり、適切な医療機関に受診できな
いまま、症状悪化の可能性があると指摘した。
　記者会見した小久保哲郎弁護士は「全国的に見て
も西成区の医療扶助費は高くない」と強調。「この制
度で過剰診療が減るのかは疑問。福祉事務所に医療
相談員を配置するなどほかにも方法はある」と訴え
た。
　西成区は日雇い労働者が集まる「あいりん地区」
を抱え、区民約１２万人のうち、４人に１人が生活保
護を受給している。（６/６MEDIFAXより）

中医中医協協
費用対効果「必要性の共通認識を」／中医協・
部会が初会合
　中医協・費用対効果評価専門部会（部会長＝関原
健夫・公益財団法人日本対がん協会常務理事）は５
月２３日に初会合を開き、２０１４年度診療報酬改定での
試行的導入を目指している医療保険制度への費用対
効果評価導入論議を開始した。初会合では、費用対
効果評価の導入が医療保険制度に大きな影響を与え
る点を考慮して「拙速な議論は避けるべき」との意
見が相次いだ。まずは、なぜ費用対効果評価の導入
が必要なのかという根本的な議論を行い、現状の課
題を整理する必要があるとの認識で一致した。
　費用対効果評価導入の検討については、中医協の
１２年度改定付帯意見に盛り込まれており、これまで
に総会で専門部会を設置し議論していくことが決ま
っている。
　厚生労働省保険局は会合で、今後の専門部会の検
討スケジュール案を提示した。１２年度秋ごろまでに
１４年度の試行的評価の在り方を含む論点整理を行
い、１３年度も検討を継続。さらに、次期改定での対
応を踏まえて１４年度以降も検討していくとした。当
面の論点・課題には▽評価結果の活用方法▽評価対
象とする医療技術の考え方▽評価の実施体制▽評価
手法―などを挙げた。（５/２４MEDIFAXより）
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費用対効果の指標ＱＡＬＹを解説／中医協・
専門部会で福田氏
　医療技術に関する費用対効果の研究を進める国立
保健医療科学院上席主任研究官の福田敬氏は５月２３
日、中医協・費用対効果評価専門部会に参考人とし
て出席し、費用対効果評価を行う際の考え方を解説
した。費用対効果の分析方法や、評価手法上の技術
的な論点・課題を説明。費用範囲をどのように考え
るかという論点や、生存年数と生活の質の双方を考
慮する「ＱＡＬＹ（質調整生存年）」を効果指標とす
る考え方を紹介した。
　福田氏は、費用対効果の分析に必要な要素である
「費用」は、分析する立場によって範囲が変わると説
明。例えば公的医療費のみを費用とする見方もある
一方、より広く考える場合は交通費や家族による介
護費用なども範囲に入り得るとし、評価を行う上で
の論点の一つになるとした。
　効果指標としての「ＱＡＬＹ」については▽得ら
れた結果の解釈が比較的容易▽さまざまな効果を同
時に考慮できる―などが利点と説明した。課題には、
データが不足していると算出が困難な場合がある点
などを挙げた。（５/２４MEDIFAXより）

専門専門医医
８月中間まとめへ「総合医」名称など論点／
専門医検討会
　厚生労働省は５月１８日、新たな専門医制度に関す
る論点項目の素案を「専門医の在り方に関する検討
会」（座長＝髙久史麿・日本医学会長）に提示した。
これまでの議論を踏まえ「求められる専門医像」「専
門医の質の向上」「総合的な診療能力を持つ医師」な
どで論点を整理した。第三者機関による認定の仕組
みなどはおおむね委員の了解が得られており、今後
は「総合医」と「総合診療医」の名称の区別など、
論点に沿って議論を進める。８月の中間取りまとめ
で一定の方向性を示したい考えだ。
　これまで同検討会は、学会や関係機関からヒアリ
ングを行い、専門医制度の現状や課題、将来的な制
度の在り方について意見交換してきた。▽個別の学
会がそれぞれ専門医を認定する現行の仕組みから、
中立的な第三者機関が学会と連携を取りながら認定
する仕組みとする▽基本領域の専門医を取得した上
でサブスペシャルティの専門医を取得する２段階制
とする▽「総合医」「総合診療医」を基本領域に加え

る─などは、おおむね理解が得られている。
　一方▽「総合医」と「総合診療医」の名称の区別
▽総合的な診療能力を持たせるための養成プログラ
ム―のほか、▽各専門医の養成数▽診療科や地域で
の偏在是正のための仕組み―などは今後さらに議論
を深める。（５/２１MEDIFAXより）

療養療養費費
柔整療養費、適正化へさらなる見直し／厚労
省が改定の基本的考え方
　厚生労働省保険局医療課は５月１１日の社会保障審
議会・医療保険部会に、多部位施術や長期施術、頻
回施術の見直しなど柔道整復療養費改定の基本的な
考え方を提示した。厚労省の提案に反対意見はなか
った。
　厚労省は柔道整復療養費について２０１０年度改定の
効果を踏まえた上で、さらなる見直しを行う考え。
療養費改定率は通例では医科外来の診療報酬改定率
の２分の１を目安に調整するが、柔整療養費につい
ては行政刷新会議からの給付の適正化を求める指摘
を受けて１０年度改定はゼロ改定となった。その上で
請求の適正化を図るため、多部位施術については３
部位目の給付率を８０％から７０％に、４部位目の給付
率も３３％から０％にそれぞれ引き下げた。ただ、１１
年度までに実施した都道府県別の請求部位数や月間
施術回数、施術期間などの調査結果では、地域間格
差が依然大きいことが判明したため、さらなる見通
しを行う方針だ。
　１０年の会計検査院の指摘を受け、長期施術や頻回
施術についても見直す。受傷初期段階の施術に対す
る評価の見直しや、頻度が高い施術で支給申請書に
理由書を添付することなどの運用の見直しを行う考
え。
　１０年度の柔整療養費は４０７５億円（対前年度比１.３％
増）。柔整療養費の７割超は、ねんざへの施術が占め
ている。
　一方、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの施
術についても▽療養費の伸びが柔整療養費や国民医
療費全体の伸びを上回っている▽施術回数や「往療」
と呼ばれる患家での施術回数に都道府県で差がある
▽あん摩マッサージ指圧での往療料の割合が増大し
ている―などとして、施術の特性を踏まえた見直し
を行う。施術録の整備を求める考えも示した。
（５/１４MEDIFAXより）
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療養費見直しで２つの専門委／医療保険部会
了承、改定は１２年秋までに
　厚生労働省は、療養費の見直しに向けて中・長期
的な検討を行う場として、社会保障審議会・医療保
険部会（部会長＝遠藤久夫・学習院大経済学部教授）
の下に「柔道整復療養費」「あん摩マッサージ指圧、は
り・きゅう療養費」の専門委員会をそれぞれ設置す
る。通例では診療報酬改定年の６月に行う療養費改
定については、専門委員会で意見を取りまとめた上
で２０１２年秋ごろまでに改定を実施する方針だ。５月
２４日の医療保険部会に提案し、了承を得た。
　厚労省保険局医療課保険医療企画調査室は２つの
専門委員会の設置について、「柔道整復」や「あん摩
マッサージ指圧、はり・きゅう」は施術の形態や支
給対象となる負傷、支給方法が異なるとして、それ
ぞれに専門委員会が必要と説明した。
　各専門委員会を構成する委員は、有識者や保険者、
各施術の専門家、整形外科医で構成する。
（５/２５MEDIFAXより）

予防接予防接種種
ＨＰＶなど３ワクチン定期接種へ／予防接種
部会が第２次提言
　厚生労働省の厚生科学審議会・感染症分科会予防
接種部会（部会長＝加藤達夫・国立成育医療研究セ
ンター名誉総長）は５月２３日、ＨＰＶやＨｉｂなど
７ワクチンについて「広く接種を促進していくこと
が望ましい」とする第２次提言をまとめた。同部会
は予防接種制度の見直しに向けて、２０１０年の第１次
提言以降、約２年半にわたって議論を重ねてきた。
厚労省は７ワクチンのうち、ワクチン接種緊急促進
事業で公費助成している▽ＨＰＶ▽Ｈｉｂ▽小児用
肺炎球菌―の３ワクチンの定期接種化を優先したい
考え。厚労省は予防接種法改正案の国会提出時期に
ついて「今国会を視野に目指す」としている。
　今後は定期接種化に必要な財源の確保が課題にな
る。厚労省は予防接種の実施主体である市長会や町
村会との調整を急ぐ構え。厚労省によると、ＨＰＶ
やＨｉｂなど３ワクチンの定期接種化には１２００億円
の予算が必要だという。市町村は今のところ、財源
確保について「まだ協議が必要だ」と慎重な姿勢を
示している。
　現行の３ワクチン接種緊急促進事業では、接種費
用の９割に公費を充てており、公費分を国と市町村

の折半で負担している。３ワクチンの定期接種化に
必要な費用を約１２００億円とすると、必要な公費は
１０８０億円。国と市町村の負担額はその半分の５４０億円
になる。
　市町村の財源案の一つに、年少扶養控除の廃止な
どに伴う地方増収分が浮上している。計算上、地方
増収分で３ワクチンの定期接種に必要な額を工面で
きるが、増収分の使い道は市町村に委ねられている
ため、今後の調整で市町村の理解が得られるかどう
かが鍵になる。
●接種年齢を超えた人にも予防接種を
　また、厚労省は予防接種部会で、免疫機能の異常
など、長期にわたる重篤な疾患で定期接種を受けら
れなかった人への対応案も示した。
　予防接種法では「明らかな発熱がある人」「重篤な
急性疾患にかかっていることが明らかな人」への定
期接種は適当ではないと定めている。現行制度では
対象年齢を超えてしまうと、定期接種として予防接
種を受けられない。厚労省はそうした人への対応策
として、接種年齢を超えても定期接種を受けられる
ようにする特例措置を設ける方針。政令改正で対応
することになりそうだ。（５/２４MEDIFAXより）

Ｂ型肝炎の感染拡大防止へ議論開始／厚労省
検討会が初会合
　厚生労働省は５月３１日、集団予防接種でＢ型肝炎
ウイルスの感染拡大が起きた実態や経緯を検証し、
再発防止策の検討・提言を行うための議論を開始し
た。１カ月に１回のペースで「集団予防接種等によ
るＢ型肝炎感染拡大の検証及び再発防止に関する検
討会」を開き、２０１２年度末をめどに再発防止策につ
いて提言をまとめる。再発防止の観点から、早急に
対策が必要な事項があれば１３年度予算案の概算要求
に反映させる。（６/１MEDIFAXより）

消費消費税税
消費税、課税なら「四段階制と矛盾」／安住
財務相「非課税を堅持」
　安住淳財務相は５月２５日の衆院「社会保障と税の
一体改革に関する特別委員会」で、医療機関の控除
対象外消費税問題について「今の方向としては非課
税を引き続き堅持する」との政府の方針を説明した。
仮に課税とした場合、課税事業者として申告義務が
生じるため「（医療機関の）事務が煩雑になる」と指
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摘。小規模医療機関の事務負担軽減を目的に導入し
ている「診療報酬の所得計算特例措置」（いわゆる四
段階制）と矛盾が生じるとの問題意識も示した。自
民党の松本純議員の質問に答えた。
　四段階制をめぐっては、２０１２年度税制改正に向け
た１１年の政府税制調査会での議論で、財務省側が「特
例の存否を含めた再検討」を求めたが、辻泰弘厚生
労働副大臣が「地域医療の確保に大きな打撃を与え
る」として存続を求め、最終的に１２年度の継続が決
定した経緯がある。日本医師会も四段階制の継続を
求めている。
●ゼロ税率には否定的
　安住財務相は医療に対する消費税について「英国、
フランス、ドイツを含め、先進諸国では付加価値税
は非課税制度」と述べ、課税にした上でゼロ税率を
採用することについて否定的な見解を示した。海外
が非課税制度を採用している理由について、課税す
ることで不正申告の増加が懸念されることや、ゼロ
税率の採用で税収が落ち込むことを挙げた。
（５/２８MEDIFAXより）

医行医行為為
看護業務実調の医行為２０３項目を分類／厚労
省・看護業務ＷＧ
　厚生労働省の「チーム医療推進のための看護業務
検討ワーキンググループ（ＷＧ）」（座長＝有賀徹・
昭和大医学部救急医学講座教授）は５月２８日、看護
業務実態調査の医行為分類について議論を継続し
た。
　厚労省は２０３項目の医行為を、▽Ａ（絶対的医行為）
▽Ｂ１（行為の難易度が高い特定行為）▽Ｂ２（判
断の難易度が高い特定行為）▽Ｃ（一般の医行為）
▽Ｄ（さらに検討が必要）▽Ｅ（医行為に該当しな
い）―に分類し、検討のたたき台として示した。た
たき台では４５項目が「Ｅ」に当たるとされた。厚労
省は「Ｅ」の分類について、各専門職からの提案に
よる投薬や検査など要不要を最終的に医師が決定す
る場合の「提案」の部分、麻酔や手術などの医行為
について担当医が行う説明を補足する「説明」の部
分―などが相当すると説明した。
（５/２９MEDIFAXより）

審査支審査支払払
審査支払機関、統合より運用改善を／医療保
険部会で反対意見
　衆院の決算行政監視委員会が「社会保険診療報酬
支払基金と国民健康保険団体連合会の統合に向けて
検討を進めるべき」と求めていることに対し、５月
１１日の社会保障審議会・医療保険部会（会長＝遠藤
久夫・学習院大経済学部教授）では、審査支払機関
の統合に反対する意見が相次いだ。市町村や医療保
険者からは「レセプト審査の効率化が本当に図られ
るのか」「効果が明確に分からない統合を進めるより
も、両者の業務改善が優先」と統合効果に疑問を示
す声が続出。
　衆院決算行政監視委員会は２０１１年１２月、審査を効
率化し医療費を削減するため、支払基金と国保連の
統合に向けて検討を進めるべきとの決議を採択。６
カ月以内に対応状況を報告するよう政府に求めた。
これを踏まえて医療保険部会で審議が続いている。
　岡﨑誠也委員（全国市長会国民健康保険対策特別
委員長、高知市長）は「（国保保険者が共同設立し
た）国保連では、レセプト審査支払い業務と一体的
に保険者事務の共同処理も行っている」と説明。決
算行政監視小委員会では国保連から審査支払い業務
だけを抜き出して支払基金に統合できるのではない
かとの提案もあったが、岡﨑委員は「わざわざ切り
離すのは極めて非効率」と指摘した。審査支払機関
の在り方については「医療保険制度の将来構想と併
せて慎重に検討すべき」との考えも示し、現時点で
の統合に反対した。齋藤正寧委員（全国町村会副会
長、秋田県井川町長）も反対の立場を強調した。
　被用者保険側からも、統合効果を疑問視する声が
上がった。白川修二委員（健保連専務理事）は「実
効面で効果があるとは考えられない。慎重に検討す
べき」と指摘し、統合よりも、審査基準の全国統一
化を図るべきとした。
　日本医師会常任理事の鈴木邦彦委員は「地域保険
者の国保と、職域保険者である健保はそもそも違う
ものだ。審査支払いを統合するのであれば、まずそ
れよりも制度を合わせることが先決」とし、無理に
統合しても現場に混乱を来すと指摘した。
　遠藤会長は「基本的には運用上の課題改善の方が
優先されるべきで、統合というのはその後の議論で
はないか、という意見が主だった」と議論を総括し
た。

京都保険医新聞

１１

情
勢
ト
ピ
ッ
ク
ス

第１５６号

２０１２年（平成２４年）６月２5日　毎月５日・ 20日・ 25日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２８２５号



●統合に保険者の過半数が「どちらとも言えない」
　厚生労働省が実施した保険者アンケートの中間報
告によると、統合の是非について「どちらともいえ
ない」と答えた保険者は５７.０％で最も多かった。被
用者保険で４４.８％、国保・後期高齢者で６７.６％。厚労
省保険局保険課は「判断材料が乏しい、メリット、
デメリットが明確ではない、保険者にとっての統合
効果が見えにくいといった意見があった」と説明し
た。「統合すべき」は全体で２９.１％、「統合すべきで
はない」は１３.８％だった。２４９８保険者の回答をまと
めた。（５/１４MEDIFAXより）

審査支払の統合、慎重意見多数で議論終結／
医療保険部会
　社会保障審議会・医療保険部会は５月２４日、審査
支払機関の在り方に関する議論を締めくくった。厚
生労働省が統合によるコスト削減の試算を示したほ
か、支払基金と国保中央会が両審査支払機関の取り
組みを説明。拙速な統合に慎重な姿勢を示す意見が
大勢を占める状況に変化はなかった。衆院決算行政
監視委員会が２０１１年１２月に採択した決議では６カ月
以内に状況を報告するよう求めており、政府は、報
告手順などが示され次第、対応する見通しだ。
　厚労省保険局が示した統合によるコスト（人件費、
物件費、システム費）削減試算によると、国保連に
支払基金を統合した場合、初年度に６８億円のコスト
増となるが、徐々にコスト削減効果が表れ、１４年目
には累積９２０億円のコスト削減になる。支払基金に国
保連を統合する場合は、初年度に６４億円のコスト増
となるが、１４年目には累積８２６億円のコスト削減にな
るとした。ただ、統合する場合は、保険者や医療機
関のシステム改修などに相当の費用が必要になる見
込みとしている。
　一方、統合せずに各自で業務合理化に取り組んだ
場合、両者が本格的にコスト削減の取り組みを始め
た１１年度から１４年目の２４年度に累積１０８２億円の削減
になるとした。（５/２５MEDIFAXより）

労災レセプ労災レセプトト
労災レセプト審査「国審査が妥当」／厚労省
検討会が報告書
　衆院決算行政監視委員会の指摘を受け、国が行う
労災診療費レセプト審査事務の社会保険診療報酬支
払基金への委託を検討している厚生労働省の「労災

診療費のレセプト審査事務に関する検討会」は５月
２９日、委託するよりも、国が審査する現行方式の方
が妥当とする報告書を了承した。政府は今後、同検
討会での議論を踏まえて衆院決算行政監視委に状況
を報告する見通し。
　国が行っている労災レセプトの審査事務をめぐっ
ては、衆院決算行政監視委が２０１１年１２月に「支払基
金などへの委託について検討を進めるべき」との決
議を採択。６カ月以内に対応状況を報告するよう政
府に求めた。これを受け、厚労省労働基準局労災補
償部は３月に同検討会を立ち上げ、議論を進めてき
た。
　報告書では、業務上の負傷・疾病とそれ以外の私
傷病とを区分するといった労災固有の審査は、労災
保険給付を支給するかどうかを決める行政処分と切
り離せないとし「支払基金へ委託することは困難」
と指摘。支払基金の業務と範囲が重なる診療報酬点
数表に基づく労災レセプト審査の委託については▽
どの程度の審査・査定となるか不明▽現在の審査期
間より長くなり、結果として指定医療機関などに負
担を生じさせる懸念がある▽一定の仮定下で費用を
試算したところ、国の負担が０.６億－１.７億円の増とな
り費用面でのメリットは実証できない―などを理由
に挙げ「国が審査した方が効率的かつ効果的」とま
とめた。
　ほかの団体への委託については、支払基金への委
託と同様の課題があると指摘。専門医の確保や、指
定医療機関が査定をめぐって不服を申し出た際の紛
争調整体制整備なども課題に挙げ、国が審査する現
行方式の方が妥当とした。（５/３０MEDIFAXより）

審審　査査
突合・縦覧点検で査定件数・点数３割増／３
月審査分確定値
　社会保険診療報酬支払基金は５月２８日の定例会見
で、３月審査分から開始した突合点検・縦覧点検と、
従来の単月点検の査定について合計値を公表した。
３月審査分の査定件数は、医科・歯科を合わせて前
年同期比２９.５％増の６０.８万件。査定点数も２８.２％増の
２億６１０６万点になった。突合・縦覧点検の導入は件
数、点数の両面で実績を挙げた。
　支払基金では４月にも３月審査分の速報値を公表
しており、会見では確定値を示した。
（５/２９MEDIFAXより）
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特特　区区
国際特区で医学部新設を検討／黒岩知事がグ
ランドデザイン
　神奈川県の黒岩祐治知事は５月２９日、国際戦略総
合特区（国際特区）を活用し医学部を新設する構想
を盛り込んだ「神奈川県医療のグランドデザイン」
を公表した。今後約１０年先を見据えて、神奈川県の
医療が抱えている課題を解決するための方向性をま
とめた。
　会見した黒岩知事は、国際特区で医学部を新設す
る狙いについて「医学教育の質を変え、国際的な人
材を育てるように医学部の在り方を考える。医学界
のニーズがあることを十分把握している」と述べ、
こうした実験的な取り組みについて国の理解を求め
ていく考えを示した。
　国際特区では、経済成長のエンジンとなる産業・
機能の集積拠点づくりを目指す。全国展開に踏み切
れないライフイノベーション分野の規制をめぐり特
例などを実施する。法人税の軽減などにより、国際
競争力のある産業・機能を呼び込む。関係省庁の予
算を重点的に活用する財政支援策なども講じる。
（５/３０MEDIFAXより）

受療受療者者
医療の「社会経済価値」を数値化／患者と医
療者が連合会設置へ
　患者と医療者が共同で適正な診療報酬の姿を論
じ、医療保険制度の持続的な発展を促す「受療者医
療保険学術連合会（受保連）」が２０１２年秋、立ち上が
る。６月４日、東京都内で開かれた発起人会（代表
＝川島康生・国立循環器病研究センター名誉総長）
で最終決定した。医療の社会経済的価値について数
値化し国民に示すことで、医療の無駄を排除する自
助努力を進めながら、必要な財源確保をアピールし
ていく考えだ。
　受保連は６月４日時点で患者系組織２３団体（会員
数約１２万人）が加盟する予定。医療関係者の世話人
には、山口俊晴・外保連会長、工藤翔二・内保連代
表、井部俊子・看保連代表、菊地臣一・福島県立医
科大学長・理事長、黒岩義之・横浜市立大前教授、
田倉智之・大阪大教授、副島秀久・済生会熊本病院
長ら約３０人が名を連ねている。患者系組織２３団体は、
がん、アレルギー疾患、糖尿病、呼吸器、心臓、神

経などの疾病領域となっている。
　受保連は８月末から９月にかけて設立総会を開く
予定。（６/５MEDIFAXより）

医療イノ医療イノベベ
厚労省「医療イノベーション推進本部」が初
会合
　厚生労働省は５月２５日に「厚生労働省医療イノベ
ーション推進本部」を設置し、初会合を開く。現在、
政府が医療イノベーションの取り組みを進めている
が、その中心的な部分を厚労省が所管していること
から、厚労省所管の政策の方向性を検討し、具体化
を促進する。
　小宮山洋子厚生労働相が推進本部長に就く。阿曽
沼慎司事務次官が副本部長、大谷泰夫医政局長が主
査を務める。推進本部の下に設置する推進チームで
は大谷医政局長が主査に就き、関係部局の課長級が
構成員となる。推進本部で厚労省の取り組みの方向
性を検討し、推進チームで取り組みの具体化作業を
行っていく。内閣官房の医療イノベーション推進室
は従前の通り、政府全体の司令塔の役割を果たす。
（５/２５MEDIFAXより）

在宅医在宅医療療
在宅医療連携拠点に１０５カ所を採択予定／厚
労省
　厚生労働省は５月１８日、２０１２年度「在宅医療連携
拠点事業」の採択予定者として１０５事業所の名簿を公
表した。当初は採択予定数が９６カ所だったが、９カ
所増えた。事業委託費の基準額を下回る申請があっ
たため、予算の枠内で最大限採択した。１１年度モデ
ル事業として実施した１０事業所は、１２年度も継続し
て事業を実施する。
　厚労省は１２年度を「在宅医療・介護あんしん２０１２」
と位置付けており、同事業はその中核的な施策に当
たる。病気を患いながらも可能な限り、住み慣れた
地域で暮らしていけるようにするために、在宅医療
を提供する在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所・
訪問看護ステーションなどが連携拠点になり、多職
種が協働して在宅医療の支援体制を構築し、患者や
利用者に医療と介護が連携した在宅医療の提供を目
指していくものだ。
　厚労省医政局指導課在宅医療推進室は採択予定の
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事業所に対して「継続実施の事業所には、これまで
の取り組みをさらに発展させ、新たな取り組みも行
ってほしい。１２年度から事業を行う事業所は、地域
で有機的な連携を図るため、さまざまな手法を駆使
してほしい」と期待を寄せている。
（５/２１MEDIFAXより）

計画停計画停電電
計画停電実施でも「医療機関は除外」を検討
／政府
　政府は５月１８日、「電力需給に関する検討会合」と
「エネルギー・環境会議」を合同開催し、２０１２年夏の
電力需給対策を決めた。医療機関については、仮に
計画停電を実施した場合でも除外を検討するなど、
電力不足の影響を可能な限り緩和する。在宅で人工
呼吸器などの医療機器を使用する患者への対策を徹
底するほか、熱中症対策の周知徹底にも取り組む。
節電は医療機関の機能に支障が生じない程度で自主
的に行う。
●計画停電、原則は不実施
　１２年夏は計画停電を原則的に不実施とするが、電
力需給が逼迫する関西、九州、北海道、四国電力管
内では、万一の実施に備えて準備を進めることにし
た。ただし、仮に実施された場合でも、医療機関は
計画停電の対象から外す方向で検討する。「計画停電
は変電所単位で行われるため、医療機関だけを計画
停電から外すことは不可能」（資源エネルギー庁電力
基盤整備課）なため、変電所の運用改善をするなど
し、医療機関を含むなるべく小さな地域を計画停電
から外せるようにしていく方針だ。
　どのような医療機関が除外の対象となるかは、今
後の調整になる。エネ庁電力基盤整備課によると、
病院の規模や機能などが条件になりそうだ。
●電力使用制限令は発動せず
　節電については、原子力発電所が全て稼働しない
前提に立ち、７電力管内で数値目標を設けた。電力
需給が最も厳しい関西電力管内では、１０年夏の最大
需要に対し１５％の節電を求める。九州が１０％、北海
道と四国が７％、中部、北陸、中国で５％とした。
「電力使用制限令」は発動しないことを決めた。
　病院の節電は、機能維持への支障が生じない範囲
で自主的に目標を設定するとした。
（５/２１MEDIFAXより）

死因究死因究明明
死因究明２法案を可決、犯罪行為の見逃し防
止／衆院・内閣委
　犯罪行為の見逃し防止の目的で死因究明制度の体
制強化を図る死因究明関連２法案が５月１８日の衆院
内閣委員会に提出され、採決の結果、可決された。
衆院本会議でも可決される見通し。
　可決されたのは、取り組みを推進するための基本
的な理念を示す「死因究明等の推進に関する法律案」
（推進法案）と、具体的な実務を盛り込んだ「警察等
が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法
律案」（調査法案）の２法案。民主、自民、公明の３
党が今国会の成立を目指して検討を進めていた。採
決は推進法案が全会一致、調査法案が共産を除く賛
成多数だった。
　調査法案は、警察に届け出があった死体の死因や
身元を明らかにするため、警察署長が必要な調査を
行うことを義務付けた。法医学者らの意見を聞いて
解剖の必要性が認められた場合、遺族の承諾を得な
くても解剖できることなどが柱。大学などを「解剖
受託機関」に指定し、警察署長が解剖実施を委託す
る仕組みをつくる。受託機関は委託によって得られ
た医学的な知見を、医学の教育・研究に活用できる。
　医療関連の死因究明制度については別途、検討す
る。（５/２１MEDIFAXより）

精神病精神病床床
「精神型老健」、創設は適切ではない／厚労省
老健局
　厚生労働省老健局は５月１６日の「精神科医療の機
能分化と質の向上等に関する検討会」で、日本精神
科病院協会が将来ビジョンとして検討している「介
護精神型老人保健施設」（仮称）について「創設は適
切ではない」との見解を示した。
　精神型老健は精神疾患や精神障害の患者で介護も
必要な高齢者のための介護施設で、精神科病院の一
部を介護保険施設に転換することを想定している。
過去の同検討会でも、精神科病院の長期入院患者の
うち要介護度の高い高齢者の受け入れ先として創設
すべきとの提案が出ていた。
　老健局は「個々の患者の状況に合わせて、介護保
険施設などでの受け入れが円滑に進むような取り組
みを行うことがより適切」とし、「さまざまな施策な
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どを通じ、地域で暮らすことを可能にするとともに、
介護と医療とが連携して、このような高齢者を支援
する体制を確保することが重要と考えている」とし
た。（５/１８MEDIFAXより）

精神科急性期、一般病床と同じ配置基準に／
厚労省・検討会
　精神科医療現場の人員体制について検討を進めて
いる厚生労働省の「精神科医療の機能分化と質の向
上等に関する検討会」（座長＝武藤正樹・国際医療福
祉総合研究所長）は５月１６日、３カ月未満の急性期
では身体管理など手厚い医療提供が必要として、医
師・看護職員の配置基準を一般病床と同じ１６対１・
３対１にすべきとの意見で一致した。さらに、早期
退院に向けて精神保健福祉士（ＰＳＷ）や作業療法
士（ＯＴ）など関係職種の配置も必要とした。
●「急性期」は看護職員のみで３対１
　会合では「急性期（３カ月未満）」「急性期後（１
年未満）」の配置について議論した。「急性期」の看
護職員の配置については、一般病床の３対１と同様
の水準とする方向で一致したものの、看護職員のみ
で３対１とするか、ＰＳＷやＯＴなど関係職種も含
めて３対１とするかで意見が分かれた。ただ、急性
期では手厚い身体管理が必要とする意見などがあり
「看護職員のみで３対１」で一致した。
●「急性期後」は関係職種含め３対１
　「急性期後」の看護配置は３対１を最低限とした上
で、関係職種を含めるべきとする意見が多く上がっ
た。医師配置は一般病床と同じ１６対１を目指すべき
とした上で、いわゆる「精神科特例」の４８対１から
段階的に上げていくべきとの意見が上がったが、結
論は出なかった。医師の配置基準を手厚くすること
について山崎學構成員（日本精神科病院協会長）は
「医師は急激には増えない。濃厚な配置をつくるなら
薄い配置もつくるべき」と指摘した。
（５/１７MEDIFAXより）

番号制番号制度度
個人情報は医療・介護分野の仕組みが必要／
厚労省検討会
　社会保障・税番号制度に対応する医療分野個別法
の法制化に向けて検討を進めている厚生労働省の
「社会保障分野サブワーキンググループ」と「医療機
関等における個人情報保護のあり方に関する検討

会」は５月１１日、税分野などの「マイナンバー」と
は別に、医療・介護分野に限った仕組みが必要との
方向性で一致した。
　個人情報保護の観点から、医療情報を取得したり、
利用したりする際、本人の同意をどのように取るの
かがポイントになる。厚労省は会合で、医療などの
情報を取得・利活用する際の考え方や対応方針を整
理し、資料として提示した。本人が医療サービスを
受けるなどの「個益」の場合には、情報の利活用に
同意しているものと推定し、院内掲示などで表示す
れば包括的に同意を得たものとしてはどうかと提案
した。
　一方、公衆衛生や医学研究など「公益」の場合に
は、本人の同意を取ったとは推定できず、厳密なル
ールが必要だと整理した。また、「公益」目的では情
報の匿名化や、情報漏れの罰則強化などを検討する
必要があるとした。
　山口育子構成員（ささえあい医療人権センターＣ
ＯＭＬ理事長）は「個益」で本人の同意を取る方法
について問題提起し「現在のガイドラインでは院内
掲示など表示による包括同意とされているが、それ
は同意しているのではなく、内容を知らないから意
思表示をしていないだけ」と発言。個別法では、現
在のガイドラインよりもさらに踏み込んだ医療情報
の取得努力や利活用に関する情報提供ルールなどを
盛り込むべきとした。
　ただ、会合では「個益」「公益」ごとにどう本人の
同意を取るべきか、結論は出ず、議論を続けていく
ことになった。
　医療情報の確認や閲覧に関しては、高齢化社会を
念頭に置き、本人だけではなく代理者や委任者の確
認・閲覧も検討すべきとの意見があった。
（５/１４MEDIFAXより）

子ども医子ども医療療
子どもの医療費公費負担「各自治体で判断」
／政府答弁書
　政府は６月５日、子どもの医療費に対する自治体
の公費負担事業をめぐり、自己負担割合の軽減を図
る判断は各自治体が行うべきとする答弁書を閣議決
定した。橘慶一郎衆院議員（自民）の質問に答えた。
　答弁書は義務教育就学前の子どもについて、医療
費の自己負担割合を２割とし、子どもが病気になっ
ても安心して医療を受けられるようにしていること
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を説明。医療費の一部負担金について「医療を受け
る者と受けない者との公平を確保するとともに、適
正な受診を促す観点から求めている」とした上で、
「地方公共団体が地方単独事業でさらなる自己負担
の軽減を図ることについては、各地方公共団体で地
域の実情を踏まえて判断されるべき」との見解を示
した。
　橘議員は質問趣意書で、自治体による子どもの医
療費への公費負担事業について「対象の開きにはお
のずと一定の限度を法的に設けるべき」とし、政府
の見解をただした。（６/６MEDIFAXより）

子ども医療無料化１０月から／福島県が正式決定
　福島県は５月１４日、東京電力福島第１原発事故を
受けた１８歳以下の医療費無料化を１０月１日に始める
と正式決定した。約４７億円の補正予算案を６月議会
に提出する。
　子育てしやすい環境を整備し、人口減少を食い止
めるのが狙いで、これまで２０１２年秋からの実施方針
は固まっていた。１８歳以下の子どもは約３６万人。
　県によると、既に全市町村で小学３年までは医療
費が無料化されており、県は小学４年から高校３年
について、各市町村に全額補助する。県外避難して
いる１万７０００人余りの子どもも対象とする。財源に
は県民健康管理基金を活用する方針。
　１８歳以下の医療費無料化をめぐっては、政府が国
費負担を断念。福島県が独自に取り組むと決めてい
た。（５/１５MEDIFAXより）

保団保団連連
消費増税法案「徹底審議し廃案に」／保団連
が声明
　保団連は５月１０日付で、消費増税関連法案の審議
入りに抗議し、徹底審議の上で廃案とするよう求め
る声明を発表した。
　声明では「国民が政権交代に託したのは貧困・格
差を拡大させてきた新自由主義・構造改革路線政治・
財政運営・経済運営からの脱却」と指摘。消費増税
は、こうした願いに真向から背くとし「議会制民主
主義を破壊する行為と言わざるを得ない」とした。
　さらに、「野田首相は増税法案成立に『政治生命を
かける』というが、どこの国に自らの政治生命と引
き換えに『経済、国民生活、仕事を破壊する』首相
がいるのか」と指摘した。

　声明文は、衆院「社会保障と税の一体改革に関す
る特別委員会」委員に送付した。
（５/１４MEDIFAXより）

医薬医薬品品
ＯＴＣネット販売訴訟で上告／厚労省
　厚生労働省は５月９日、一般用医薬品（ＯＴＣ薬）
のインターネット販売を禁止する厚労省令は違法だ
としてネット販売業者に第１類・第２類医薬品の通
信販売による販売権を認めた東京高裁の判決を不服
として、上告した。
　４月２６日の東京高裁の判決は、薬事法は第１類・
２類薬のネット販売などを一律に禁止することまで
省令に委任しておらず、法の委任の範囲を逸脱した
省令は違法として、ネット販売業者２社の請求を棄
却した一審判決を取り消し、国側の一部逆転敗訴の
判決を言い渡した。
　厚労省は、「医薬品の対面販売の原則を定めた改正
薬事法施行規則が改正薬事法の委任の範囲であるか
という点について東京地裁と東京高裁で判断が分か
れており、厚生労働省としては、委任の範囲を超え
るとの東京高裁の法律判断が妥当とは言い難いとい
った問題点があると考えている。さらに、十分な法
的議論を尽くすべく最高裁の判断を仰ぐ必要がある
と判断し、上訴した」とのコメントを発表した。
（５/１１MEDIFAXより）

介護介護職職
介護職に「段位制度」、政府１０月にも導入／報
酬に反映検討も
　内閣府は、介護職の職業能力を“段位”で評価す
る「キャリア段位制度」を１０月にもスタートさせる。
将来的には段位制度を介護報酬上の評価に結び付け
ることを目指す。制度開始当初は、介護事業所が提
供するサービスの質の高さをアピールするための材
料として活用してもらう考えだ。
　内閣府大臣官房の神田裕二審議官が５月１１日、厚
生労働省の「介護職員の処遇改善等に関する懇談会」
で検討状況などを説明した。内閣府が検討を進めて
いる段位制度は▽介護職▽食産業の生産・加工・販
売の総合的連携を進める「食の６次産業化プロデュ
ーサー」▽省エネ・温室効果ガス削減などに関する
「カーボンマネジャー」―が対象。職業能力をレベル
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１－７の“段位”で評価する。介護職は、介護サー
ビスを提供するための「実践的スキルの評価」と、
介護福祉士国家試験の枠組みなどと連動した「知識
の評価」を合わせて段位を決定することを構想して
いる。
　内閣府の神田審議官は５月１１日の会合で、介護職
に対する評価の問題点として「各事業所で実施され
ている評価は“懇切丁寧に”など抽象的なものが多
い」と指摘した。新たな段位制度については「実際
に現場で何ができるのかを見えるようにするための
制度」と説明。どういうスキルを身に付ければ上に
行けるのかというキャリアアップの過程を明確化
し、介護サービスを客観的に評価するための共通尺
度の確立を目指すとした。
●質向上寄与なら報酬評価検討も／宮島局長
　内閣府が段位制度を介護報酬上の評価に反映させ
る考えを示していることについて、厚労省老健局の
宮島俊彦局長は会合後の取材に対し、キャリア段位
制度が介護サービスの質向上に寄与すれば、介護報
酬上の評価を検討することもあり得るとの見通しを
示した。宮島局長は「段位制度が介護サービスの質
向上に寄与していることが分かれば、次期改定に向
けて社会保障審議会・介護給付費分科会がどう判断
するか、ということになると思う」と話した。
●“評価者の標準化”が課題
　会合では複数の委員が「段位の決定を左右する評
価者の標準化が課題」と指摘した。評価者としては
▽一定の実務経験のある介護福祉士▽サービス提供
責任者▽事業所の管理者─などを想定しており、一
定の講習を受講することを義務付ける予定。評価者
が行う評価の妥当性や信頼性を評価する外部機関も
設置する計画だ。神田審議官は「評価者を評価する
外部機関について７月にかけて決めていく」と説明
した。（５/１４MEDIFAXより）

介護保介護保険険
施設ケアマネ専従化の是非、議論へ／ケアマ
ネあり方検討会
　介護老人保健施設（老健）と介護老人福祉施設
（特養）に配置するケアマネジャー（施設ケアマネ）を
専従にするかどうかの議論が、厚生労働省の「介護
支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後の
あり方に関する検討会」（座長＝田中滋・慶応大大学
院教授）で進みそうだ。人員配置基準では、入所契

約などを主に行う相談員は専従となっており、施設
ケアマネと相談員の役割の明確化が焦点の一つだ。
　５月３１日の同検討会では、構成員から施設ケアマ
ネを専従にすべきとの意見が上がった一方、施設ケ
アマネと相談員の業務に重複があるとして、職種を
分ける必要はないとする意見もあった。
（６/１MEDIFAXより）

厚労予算事業で「ケアプラン新様式」提案／
厚労省は導入否定
　厚生労働省の老人保健健康増進等事業予算で調査
研究を受託している日本総合研究所（日本総研）が、
ケアプランに新様式を導入すべきとの報告書をまと
めた。ただ、調査を委託している厚労省は現時点で、
新様式の導入に否定的な見解を示している。
　日本総研の報告書要旨は、厚労省が５月９日に開
いた「介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向
上と今後のあり方に関する検討会」（座長＝田中滋・
慶応義塾大大学院教授）で公表された。ケアマネジ
メントの過程を多職種が共有し、ケアマネジメント
業務を円滑化させるための新様式を盛り込んでい
る。報告書の全容は日本総研ホームページ上
（http://www.jri.co.jp/page.jsp?id=２１１４０）で公開さ
れている。
　ただ、５月９日の会合では、木村隆次構成員（日
本介護支援専門員協会長）が「これはあくまで調査
研究での提言ということか」と厚労省の考えを確認
すると、厚労省老健局振興課の川又竹男課長は「そ
の通り」と述べ、現時点でケアプランに新様式を導
入する予定はないとした。
●ケアマネジメントの質向上で５人が提言
　会合では、５人の構成員がケアマネジメントの質
の向上策や、ケアマネの水準を高めるための課題な
どを提言した。介護保険の保険者がケアマネ育成や
ケアプランをチェックする機能を備えるべきとの考
えが示されたほか、▽全国規模で要介護高齢者の経
年変化を細かく見る仕組み▽ケアマネ１人の事業所
をサポートする仕組み▽「ケアマネジメント技術指
導センター」のような教育機関を全国に一定数整備
する必要性―などが指摘された。
（５/１０MEDIFAXより）

通所リハと通所介護の評価指標作成へ／厚労省
　厚生労働省は、介護保険サービスの「通所リハビ
リテーション」と「通所介護」の評価指標の作成を
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目指し検討に入った。通所リハビリと通所介護に関
する調査を２０１２年夏にも実施し、それぞれで提供さ
れている具体的なサービス内容、利用者の状態の変
化、サービス提供時間などのデータを収集する。評
価指標として、日常生活に関する動作を機能的に評
価する「バーサルインデックス（ＢＩ）」や国際的な
リハビリの評価基準「ＦＩＭ」なども参考にする。
　老健局老人保健課の大竹輝臣課長補佐が５月１３
日、メディカル・マネジメント・プランニング・グ
ループ（ＭＭＰＧ）のセミナーで講演した際に明か
した。大竹氏は通所リハビリと通所介護について「こ
れまでに実施した調査などでは、サービスを利用す
る時間や利用者の状態像、アウトカムにあまり差が
出ていない」と現状を説明した上で、医師が関与し、
理学療法士ら専門家が実施している通所リハビリ
に、通所介護より高い点数が付いている意義を明確
にする必要性を指摘した。
　評価指標の作成は容易ではないとの認識も示し
「明確に数値化できれば一番良いが、リハビリの効果
を出していけるような取り組みをしていきたいと思
っている」と話した。（５/１５MEDIFAXより）

 

死亡数、戦後最大の１２５万３０００人／１１年人口動
態統計月報年計
　厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社
会統計課は６月５日、２０１１年人口動態統計月報年計
（概数）を公表した。死亡数は１２５万３０００人で、戦後
最大。一方、出生数は１０５万１０００人で、調査を開始し
た１８９９年以降最少だった。
　出生数は前年から２万６０６人減の１０５万６９８人。出産
した母親の年齢（５歳階級）別に出生数をみると、
３４歳以下の各階級では前年より減少したが、３５歳以
上の各階級では増加した。
　死亡数は１２５万３４６３人で、前年から５万６４５１人増
加。死因別にみると、第１位が悪性新生物で、全死
亡者に占める割合は２８.５％。第２位が心疾患
（１５.５％）、第３位が肺炎（９.９％）だった。厚労省は
「全死亡者のおよそ３.５人に１人は悪性新生物で死亡
したことになる」としている。
　死産数は２万５７５５胎で、前年より８０５胎減少。死産

率は２３.９で、前年の２４.２を下回った。死産率のうち自
然死産率は１１.１で、人工死産率は１２.８だった。
　婚姻件数は前年から３万８３１５組減少の６６万１８９９
組。離婚件数は前年から１万５６４４組減の２３万５７３４組
だった。（６/６MEDIFAXより）

病院医師の負担軽減、徐々に進む／日病と公
私病連が実態調査
　病院医師１人が１日に取り扱う患者数は２００９年以
降、減少傾向にあることが、日本病院会と全国公私
病院連盟が共同で実施している「１１年病院運営実態
分析調査」で分かった。医師１人１日当たり入院患
者数は、０９年調査の６.７人から、１０年調査で５.５人、１１
年調査は５.３人と推移。外来患者数も０９年の１０.７人か
ら、１１年調査は８.９人に減少した。常勤医師の平均給
与（月額）は、１０年調査の１０６万４０００円から１１年調査
は１０７万３０００円にアップしており、病院医師の負担軽
減と待遇改善が徐々に進んでいる。
　同調査は例年６月に実施しており、１１年調査は日
病と公私病連に加盟している３１９９病院を対象に、９９３
病院から回答を得た。内訳は自治体５５３病院、その他
公的２５２病院、私的１８８病院、国立・大学付属病院な
ど２０病院だった。病院の種類別では一般病院は９４７病
院、精神科病院は４６病院。（６/４MEDIFAXより）

自治体病院の消費税負担、年間１.２億円／全自
病が緊急調査
　自治体病院で発生する年間の控除対象外消費税は
平均１億２４００万円で、５００床以上の病院では３億２３００
万円に上ることが、全国自治体病院協議会の緊急調
査で明らかになった。全自病が会員病院を対象に消
費税に関する調査を実施したのは初めて。邉見公雄
会長は５月２４日の全自病定例会見で「（全自病が加盟
している）日本病院団体協議会に報告し、消費税の
課税化に向けて（日病協としての考えを）まとめて
ほしい」と述べた。他の病院団体と連携しながら課
税化に取り組む姿勢も示した。
（５/２５MEDIFAXより）

消費税率１０％「高齢者３経費すら賄えない」
／日医総研ＷＰ
　日医総研はこのほど、国の２０１０年度決算と１２年度
予算に基づく消費税と特別会計の分析結果をワーキ
ングペーパー（ＷＰ）にまとめた。１２年度予算ベー
スで計算すると、消費税率を１０％としても高齢者の
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医療、年金、介護の「高齢者３経費」すら賄えない
と指摘している。
　１２年度予算の高齢者３経費は１５.１兆円で、基礎年
金の国庫負担を２分の１にするための予算を今後の
消費増税で償還する「年金交付国債（仮称）」分の
２.５兆円を加えると１７.６兆円。１２年度予算ベースで計
算すると、消費税率を１０％としても消費税収は１６.５
兆円で不足することになる。社会保障・税一体改革
では、高齢者３経費に若年の医療と少子化対策を加
えた「社会保障４経費」に消費税収を充てるとして
いるが、ＷＰは「社会保障４経費どころか、高齢者
３経費すら賄えない」と指摘した。
　現在、消費税収は高齢者３経費に充てることを定
めており、「福祉目的化」としている。ＷＰは社会保
障・税一体改革で示された消費税収の「社会保障目
的税化」については福祉目的化と「同意ではない」
とした上で、「目的税化を厳格に解釈すると、社会保
障費の国庫負担分は消費税収の範囲内で収めるとい
うことになる。不足が発生しても現在のように他の
税収や公債に依存することができない」と分析。社
会保障費の国庫負担増が必要になった場合、消費税
率を引き上げることになると警戒感を示した。
　特別会計については「統廃合だけで歳出削減がで
きるわけではない」と指摘。０８年度に道路整備特別
会計、治水特別会計、空港整備特別会計などが社会
資本整備事業特別会計に統合されても、「その後の２
年間、歳出は大胆には削減されていない」とした。
特別会計の積立金は１０年度決算で年金積立金が
１２１.９兆円、それ以外が５２.４兆円の計１７４.３兆円。剰余
金は４１.９兆円に上った。
　特別会計改革については「決算を重視し、スピー
ドアップを図ること、中間決算を実施することが必
要」と提言した。（５/２４MEDIFAXより）

国民の９割「受けた医療に満足」／日医総研
が意識調査
　日本で実際に受けた医療に満足している国民は約
９割に達することが、日医総研の「第４回日本の医
療に関する意識調査」で明らかになった。医療全般
に満足と回答した国民も６割を超え、いずれの数値
も前回調査を上回った。日医総研はワーキングペー
パーで「医療全般の満足度向上の背景には、医療安
全への安心感と医療者の応対が影響している」と分
析している。
　調査は２０１１年１１月に実施。全国の２０歳以上の男女

（一般国民）１２４６人と病院・診療所の外来患者（患
者）１２０５人が回答した。実際に受けた医療の満足度
を一般国民に聞いた質問では「満足」と回答した人
が８８.３％となり、前回調査に比べて８.６ポイント高く
なった。医療全般でも６２.４％で、前回に比べて１１.５ポ
イント高かった。患者への質問では、受けた医療の
満足度は８５.２％で前回に比べて２.３ポイントの減、医
療全般については５７.６％で３.０ポイントの増となっ
た。
　実際に受けた医療に不満を感じた理由は、一般国
民（３項目まで回答）では「待ち時間」が最も高い
５３.７％、次いで「医師の説明」が５２.９％、「治療費」
が３３.１％となった。この中で「医師の説明」は前回
に比べて１９.７ポイント高くなった。患者でも同様の
３項目が上位となった。
　医療全般への不満の理由は、一般国民（複数回答）
では「国民の医療費負担」が最も高い５４.５％、次い
で「医師の体制（医師不足など）」が４９.２％、「効率
性・利便性（待ち時間など）」が３８.７％となった。患
者でも同様の項目が上位を占めた。
●課題は救急体制の整備や高齢者の入院施設
　医療の重点課題についての質問では、一般国民（３
項目まで回答）では「夜間休日診療や救急医療体制
の整備」が最も高い５７.６％、次いで「高齢者などが
長期入院するための入院施設や介護老人保健施設の
整備」が５３.６％、「心のケアや心の健康を保つための
医療の整備」が２９.６％となった。上位２項目は過去
３回の調査と同じだった。患者でも同様の傾向だっ
た。
　医療保険の在り方については、一般国民の７７.５％
が「所得の高い低いにかかわらず、受けられる医療
の中身は同じ方が良い」と回答した。患者も同様な
傾向だった。日本の医療機関の安全性について一般
国民に聞いた質問では「安全である」と回答した人
が８４.３％となり、前回に比べて２７.６ポイント増と大幅
に高くなった。患者への質問でも８２.８％が「安全で
ある」とし、前回に比べて１２.３ポイント高くなった。
（５/２１MEDIFAXより）
 

 

※連載「渡辺治の政治学入門」は休載します。

　記事文末に（MEDIFAXより）と記載しているものは、 
契約に基づき株式会社じほう発行の「MEDIFAX」より転
載・一部改変を許諾されたものです。 
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資料1
社会保障・税一体改革で民主・自民・公明の３党実務者合意案

　政府が国会に提出している社会保障・税一体改革関連法案について協議してきた民主党、自民党、公明党の３党実務者は
６月１５日夜、合意に達した。資料はP. ２０が「３党実務者確認書」、P. ２１以降が「社会保障制度改革推進法案」を含む「社会
保障・税一体改革に関する確認書」、P. ２６以降が「税関係協議結果」（参考「条文イメージ」は略）。

■ ２０１２年６月１５日 ■
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２０１１年度（平成２３年度）第２４回　２０１２年５月２２日
Ⅰ．各部会よりの文書報告の確認
【総務部会】
１．前回理事会（５月８日）要録と決定事項の確認
２．週間行事予定表の確認
【経営部会】
１．医院・住宅新（改）築相談室開催（５月９日）

状況
２．年金普及会員訪問状況
３．新しく医療機関に勤められた方のための研修会

１日目（５月15日）状況
４．新しく医療機関に勤められた方のための研修会

２日目（５月17日）状況
【医療安全対策部会】
１．法律相談室（５月17日）状況
【保険部会】
１．第３回再診料アンケートの実施に向けた検討委

員会（５月10日）状況
２．保団連『保険診療の手引2012年４月版』事務局
編集作業（５月14日～16日）状況

Ⅱ．確認・承認事項
【総務部会】
１．舞鶴医師会との懇談会（４月21日）状況報告の件
２．総務部会（５月８日）状況確認の件
３．2011年度３月分収支月計表報告状況確認の件
４．会員入退会及び異動（５月８日～５月22日）に

関する承認の件
５．４月度会員増減状況確認の件
６．2011年度第13回正副理事長会議（５月10日）状
況確認の件

７．会員入会資格に関わる取扱い内規の変更の件
【経営部会】
１．第２回保団連共済部会（４月29日）状況確認の件
２．経営部会（５月８日）状況確認の件
【医療安全対策部会】

１．医療安全対策部会（５月８日）状況確認の件
【政策部会】
１．韓国医療視察（５月３日～６日）状況確認の件
２．政策部会（５月８日）状況確認の件
３．「水俣病被害者救済特措法の申請期限延長を求め

る請願署名」協力の件
４．京都保険医新聞（第2821号）合評の件
【保険部会】
１．保険部会（５月８日・11日）状況確認の件
Ⅲ．開催・出席確認事項
【総務部会】
１．６月中の会合等諸行事及び出席者確認の件
２．各部会開催の件
【医療安全対策部会】
１．医療機関側との懇談開催の件
【政策部会】
１．ＩＣＴ検討委員会開催の件
２．2012年度第１回保団連地域医療対策部会出席の
件

３．第39回医療研究全国集会ｉｎ京都出席確認の件
４．九条の会アピールを支持する京都医療人の会市

民公開講演会「橋下・維新の会の本質を考えよ
う～護憲の立場から～」開催の件

５．「第23回反核医師・医学者の集いin東京」出席の
件

Ⅳ．医療政策関連情勢
１．医療・社会保障をめぐるこの間の動き
Ⅴ．保険関連情報
１．保険審査通信検討委員会（５月11日）状況確認
の件

Ⅵ．総会関連議事
１．2011年度下半期各部会会務報告確認の件
Ⅶ．その他
１．2011年度を終えるにあたって
　　≪以上、２６件の議事を承認≫
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協会だより（定例理事会要録から）

７月のレセプト受取・締切

10日火
労
災

10日火9日月
基金
国保

◎◎○ ★

※○は受付窓口設置日、 ◎は締切日。（★基金のみ受付）
　　受付時間：基金　午前９時～午後５時３０分
　　　　　　　国保　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　　　労災　午前９時～午後５時
※労災については、 ４月より締切を原則１０日としていますが、 
２０１２年９月までは、 経過措置期間として従来通り１２日まで受
け付けます。 



京都保険医新聞２０１２年（平成２４年）６月２５日　毎月５日・ 20日・ 25日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２８２５号

２９

協

会

だ

よ

り

第１５６号

7月の無料相談日

担当＝竹内建築士７月１１日（水）午後２時～建 築 士
担当＝河原社会保険労務士７月１９日（木）午後２時～雇 用 管 理
担当＝三井生命ＦＣ
　　　（ファイナンシャルコンサルタント）７月１９日（木）午後１時～ファイナンシャルプランナー
担当＝江頭弁護士７月１９日（木）午後２時～法 律
担当＝牧野税理士７月２５日（水）午後２時～税 理 士

専門家が無料でご相談に応じます（３０分間）。協会事務局へお申込み下さい。

日　時　７月12日（木）午後２時～
場　所　京都府保険医協会 会議室（P.31地図参照）

テーマ　第１部：「上手なリタイアの方法」
　　　　　　　　～後継者にスムーズなバトンタッチをするための準備～

　　　　　　　　講　師　株式会社 日本経営エスディサポート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 課長代理　塚本 康史 氏
　　　　第２部：「税制改正の流れと相続対策」
　　　　　　　　～対策なき税金を将来の機会損失と捉えるために、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今からすべきこととは～　

　　　　　　　　講　師　税理士法人 日本経営　税理士　矢野 弘樹 氏

経営対策セミナー
参加無料
事前申込

　会員や看護師等の医療従事者が医療関係の業務に従
事中（実習中を含む）に生じた偶然な血液暴露事故に
より、ＨＩＶ・ＨＣＶに感染、ＨＢＶに感染・発症・
治療を受けられた場合に、保険金をお支払いします。

『針刺し事故等補償プラン』

５月21日発送のメディパックにて、案内パンフレットをお届けしました。
ぜひこの機会に、加入をご検討下さい。

（団体傷害総合保険・損保ジャパン取扱い）
8 月1日
開始
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講　師　国立病院機構　京都医療センター

　　　　診療部長　田上 哲也 氏

日　時　7月28日（土）　午後２時～４時
場　所　京都府保険医協会 会議室
　　　　  （京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル カーニープレイス四条烏丸６階）

共　催　京都府保険医協会　あすか製薬株式会社

　　※参加は無料、事前申込は不要です。
　　※日医生涯教育講座対象の研究会です。

ガ イドライン と保険診療をふまえた
「甲状腺疾患の診かた、考えかた」

  新規開業医向け    

日　時　7月19日（木）　午後２時～４時
場　所　京都府保険医協会　ルームＡ （上地図参照）

内　容　①医療法立入検査対策　  ②新規個別指導対策
対　象　新規開業前後の医師、従業員の方
　　　　（新規開業の先生でなくても、日常診療整備の目的でご参加ください）

　＊資料準備の都合上、前日までにお電話にてお申し込み下さい。（保険部会 緯075-212-8877）

　＊次月（保険講習会Ａ）は保険診療基礎知識、レセプト審査です。

「 保険講習会 ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢ」のご案内

御池通

四条通

六角通

三条通

蛸薬師通

烏
丸
通

烏
丸
通

烏
丸
通

＜田上先生からのメッセージ＞　甲状腺疾患について一般医家の方々に知っていただきたい理由はいくつ
かあります。第一に、首が腫れてきたと言って来られる方は別にして、甲状腺機能亢進症や低下症の症状は
不定愁訴に近いものが多く、甲状腺疾患を疑わないと見逃してしまう可能性が低くないこと。原因がわから
ず長年放置されていたり、他の疾患に間違われて治療されていたりします。第二に、一般血液検査の項目に
は甲状腺ホルモンは含まれていませんが、甲状腺機能異常を疑うヒントが隠れていることが少なくないこと。
第三に、甲状腺ホルモンを測定さえすれば一目瞭然になること。第四に、甲状腺疾患の頻度はおよそ１５人に
１人と意外に高く、一般外来で遭遇するのは必至であることです。本講演では臨床医と支払基金審査委員の
立場から「査定されない甲状腺疾患の診かた」についてわかりやすくお話したいと思います。

第６４５第６４５回回
社会保社会保険険
研究研究会会
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保険医協会 の 医師賠償責任保険医師賠償責任保険

◆ご加入のおすすご加入のおすすめめ

 ◆加入者カードをお届けしまし加入者カードをお届けしましたた
　加入者のみなさまに２０１２年度（２０１２年４月１日～２０１３年４月１日）の加入者カードを５月中旬にお
届けしています。記載内容に誤り等がある場合は、京都府保険医協会までご連絡をお願いします。

　医師にとって賠償責任への備えは必須です。保険医協会の保険は医師のみなさまからのニーズにお
応えして、多様な補償をご用意しています。
　万が一、医療事故が生じた時、患者さんとトラブルになった時などは、保険医協会の豊富な経験に
基づき、適切なアドバイスをさせていただきます。

    おすすめポインおすすめポイントト
☆ 賠償額の高騰化に対応し、最大２億円（医療上１事故）の補償を設定
☆ 建物や機器など管理上のミスによる事故にも対応
☆ 弁護士費用等は保険金額とは別にお支払い
☆ 刑事事件に関する弁護士・訴訟費用も補償〈個人契約・勤務医師包括（オプション）に自動付帯〉
☆ 保険料は  20％割引（団体割引適用）
☆ 保険料は年１回払い。２年目以降の手続きが不要（自動継続）
☆ いつでも加入、型変更が可能
☆ オプションが充実
　 　○勤務医や看護職等の個人責任を補償　　　　　○患者さんからの預かり品への補償
　 　○医療廃棄物の排出者責任の補償など

   詳細は京都府保険医協会までお問い合わせください。

ゴル フをたしなむ会員・ご家族のみなさま

ゴ ルファー保険 に ご加入ですか？

詳細は５月のメディパック（５月２１日発送）に同封の案内パンフレット（黄色の冊子）をご覧ください。
お問い合わせは京都府保険医協会まで。

○保険期間　８月５日から１年間（中途での加入も可能）
○申込締切　７月20日（金）
○会員のご家族も加入できます

こんな時に補償されますこんな時に補償されます！！
◆ゴルフプレー中に他人に損害を与えた時
◆ゴルフプレー中にご自身がケガをした時
◆ゴルフ用品に事故があった時
◆ホールインワン・アルバトロスを達成した時、など

保険料は
30％割引
でお得！



京都保険医新聞２０１２年（平成２４年）６月２５日　毎月５日・ 20日・ 25日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２８２５号

３３

協

会

だ

よ

り

第１５６号



京都保険医新聞２０１２年（平成2４年）６月２５日　毎月５日・ 20日・ 25日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２８２５号

３４ 第１５６号



京都保険医新聞

第156号

2012年（平成24年）６月25日　毎月５日・20日・25日発行� （昭和26年３月５日第３種郵便物認可）　第2825号

35

〒601-8205 京都市南区久世殿城町330-1
TEL.075-935-1115（代） FAX.075-935-5100
e-mail：com@mediapark.co.jp  http://www.mediapark.co.jp

社会を動かす宣伝力。

<参考価格>
※ご相談の上、御見積を提出いたします。
●A4判三つ折カラー刷り
　500部 ………………… ¥120,000～
●B5判4頁カラー刷り
　500部 ………………… ¥135,000～

エッセイ集や自分史などの自費
出版、お気軽にご相談ください。

株式会社　つむぎ出版
TEL.075-252-1788
FAX.075-254-2341

e-mail：tsumugi-pub@nifty.com

医院・医療機関の
リーフレット

医療機関のリーフレットは、診療科目・時間・設備、理念などを

患者様、地域の皆様に広げるツールです。

きかんしコムでは、リーフレットの他、広報誌、webサイトなど、

信頼される医療をめざすツール制作を、お手伝いします。

メッセージツール作成をお手伝いします

地域に根ざす医療をめざして
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